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第１章 総 則 

 

建築基準法（昭和２５年法律第２０１号。以下「法」という。）は、地域の特性に応じて法及び建築

基準法施行令（昭和２５年政令第３３８号。以下「政令」という。）の規定に制限を附加することを認

めています。 

本条例は、法等の委任を受け、必要な事項を定めるもの並びに歴史的建築物の維持及び安全性の確保

に関する事項を定めるもので構成されています。 

法等の委任を受け必要な事項を定めたものについて、根拠条文は次のとおりです。 

 

１ 法第３９条第１項、第２項（災害危険区域） 

【第２章 災害危険区域等】 

・第３条（災害危険区域の指定） 

・第４条（災害危険区域内の建築物） 

 

２ 法第４０条（地方公共団体の条例による制限の附加） 

【第３章 建築物の敷地及び構造に関する制限並びに大規模な建築物の敷地と道路との関係】 

・第５条（崖付近の建築物） 

【第６章 特殊建築物等】 

  ［第１節 総則］ 

・第１２条（避難上有効な出口） 

  ［第２節 学校］ 

・第１３条（教室等の設置の禁止） 

・第１４条（教室等の出口） 

・第１５条（廊下の幅） 

・第１６条（階段） 

・第１７条（木造の校舎と隣地境界との距離） 

  ［第３節 病院、診療所、共同住宅、寄宿舎、下宿、長屋及び児童福祉施設等］ 

・第１８条（設置の禁止） 

・第１９条（床等の構造） 

・第２０条（廊下の幅） 

・第２１条（階段） 

・第２２条（居室） 

・第２３条（長屋の構造等） 

（目的） 

第１条 この条例は、建築基準法（昭和２５年法律第２０１号。以下「法」という。）及び建築基

準法施行令（昭和２５年政令第３３８号。以下「政令」という。）の規定に基づき建築物の敷地、

構造、設備及び用途その他法の施行に関し必要な事項を定めることにより、安全で安心なまちづ

くりを推進するとともに、歴史的建築物の維持及び安全性の確保に関する事項を定めることによ

り、当該建築物の保存及び活用の推進を図ることを目的とする。 
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［第４節 ホテル及び旅館］ 

・第２４条（構造） 

・第２５条（廊下及び階段） 

・第２６条（棚状寝所を有するホテル及び旅館の構造） 

・第２７条（棚状寝所の宿泊室） 

［第５節 大規模店舗及びマーケット］ 

・第２９条（大規模店舗の屋外への出口等） 

・第３０条（大規模店舗の前面空地） 

・第３１条（大規模店舗の敷地内通路） 

・第３２条（大規模店舗の屋上広場） 

・第３３条（マーケットの屋内通路及び通路） 

・第３４条（マーケットの売場に附属する住宅） 

［第６節 興行場等］ 

・第３６条（前面空地） 

・第３７条（屋外への出口） 

・第３８条（階段） 

・第３９条（敷地内通路） 

・第４０条（廊下及び広間の類） 

・第４１条（客席の構造） 

・第４２条（客席の出口） 

・第４３条（舞台の構造） 

・第４４条（主階が避難階以外の階にある興行場等） 

［第７節 遊技場］ 

・第４６条（居室の廊下の幅） 

・第４７条（直通階段） 

・第４８条（客用の出口） 

［第８節 公衆浴場］ 

・第４９条（火たき場等の構造） 

［第９節 自動車車庫及び自動車修理工場］ 

・第５１条（自動車用の出口） 

・第５２条（自動車車庫等の構造） 

・第５３条（一般構造設備） 

・第５４条（他の用途に供する部分との区画） 

・第５５条（屋上を自動車の駐車の用に供する建築物） 

【第７章 昇降機】 

・第５９条（エレベーターの機械室） 

・第６０条（エレベーターのピット） 

・第６１条（小荷物専用昇降機の機械室） 
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３ 法第４３条第３項（敷地と道路の関係における特殊建築物に係る制限の付加） 

【第３章 建築物の敷地及び構造に関する制限並びに大規模な建築物の敷地と道路との関係】 

・第６条（大規模な建築物の敷地と道路との関係） 

【第６章 特殊建築物等】 

  ［第１節 総則］ 

・第１１条（敷地と道路との関係） 

［第５節 大規模店舗及びマーケット］ 

・第２８条（敷地と道路との関係） 

［第６節 興行場等］ 

・第３５条（敷地と道路との関係） 

［第９節 自動車車庫及び自動車修理工場］ 

・第５０条（敷地と道路との関係） 

 

４ 法第５２条第５項（住宅等地下室の容積率不算入措置を適用する場合における地盤面の指定） 

【第４章 住宅等地下室の容積率不算入措置を適用する場合における地盤面の指定等】 

・第７条（適用区域） 

・第８条（地盤面） 

・第９条（適用除外） 

 

５ 法第５６条の２第１項（日影による中高層の建築物の高さの制限） 

 【第５章 日影による中高層の建築物の高さの制限に関する区域等の指定】 

・第１０条（対象区域、日影時間等の指定） 

 

６ 政令第１４４条の４第２項（道に関する基準） 

【第８章 道に関する基準等】 

［第１節 道に関する基準及び手続等］ 

・第６２条（道に関する基準等） 

 

その他法の施行に関し必要な事項を定めるもの並びに歴史的建築物の維持及び安全性の確保に関す

る事項を定めるものについては、次のとおりです。 

 

１ 地方自治法第１４条第２項（地方公共団体の条例による制限） 

【第８章 道に関する基準等】 

［第１節 道に関する基準及び手続等］ 

・第６３条（私道の変更又は廃止） 

・第６４条（道路の位置の標示等） 

［第２節 協定通路］ 

【第９章 歴史的建築物の保存及び活用のための法適用除外】 

【第１０章 指定確認検査機関】 
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本条は法及び政令を根拠としていることから、これらと条例との整合性を図るため、条例の用語の意

義は法及び政令に準拠したものとしています。 

また、本解説では、建築基準法施行規則を「省令」、藤沢市建築基準等に関する規則を「規則」とし

ています。ただし、法及び政令にない用語については、各条文の解説でその意義を示すこととします。 

（用語） 

第２条 この条例における用語の意義は、法及び政令の例による。 


